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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に基づく特定放射性廃棄物の最終

処分に関する基本方針の改定について（答申） 

 

 

 

 

  平成２０年２月１８日付け平成 20･02･08 原第 110 号をもって、特定放射性廃棄物の最終

処分に関する法律（平成１２年法律第１１７号）第３条第６項において準用する同条第３

項の規定に基づき意見を求められた標記の件については、妥当なものと認める。 


